
 
 

 
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

☎023-674-0575 

受診件数
2,772 件

医 療 費
7,000万円

悪性新生物2.1%
糖尿病 4.2%

統合失調症 1.5%

高血圧性疾患
18.0%

歯の疾患 13.5%

腎不全 0.1%

その他
56.0%

心疾患 2.0%
脳血管疾患 2.6%

悪性新生物 3.0%
糖尿病 6.4%

統合失調症
5.9%

高血圧性疾患
9.4%

歯の疾患 7.8%

腎不全 2.4%

その他
55.9%

心疾患 5.2%

脳血管疾患 4.0%

国民健康保険からのお知らせ

＜お問い合わせ先＞
　　国民健康保険制度について➡住民税務課住民グループ　℡６６２−２１１３
　　国民健康保険税について　➡住民税務課税務グループ　℡６６２−２１１２

国民健康保険制度とは

中山町の医療費

医療費のお知らせについて

国民健康保険税の納付にご協力ください
　国民健康保険（国保）は、病気やケガに備えて、加入者の皆さんがお金（保険税）を出し合って医
療費などに充てる、助け合いの制度です。その運営を保険者である町が行っています。
　安心して医療を受けるためには大切な制度ですが、高齢化や医療技術の高度化により、年々１人当
たりの医療給付額が増加傾向にある反面、税収の伸び悩みで、国民健康保険の運営が厳しくなってい
るのが現状です。

被保険者数と医療給付額及び収納率の推移（年度末現在）

＜疾病別の受診件数＞ ＜疾病別の医療費＞

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成2３年度

被 保 険 者 数（人） 2,937 2,868 2,744 2,683

医 療 給 付 額（千円） 645,185 665,120 763,007 709,001

１人当たりの医療給付額（円） 219,675 231,911 278,064 264,257

収　　納　　率（％） 80.17 78.52 81.13 80.75

　医療費の状況について、中山町ではどのような病気での受診件数が多く、医療費を多く必要として
いるのでしょうか。
　平成24年５月診療分を見ますと、受診件数は2,772件、医療費は約7,000万円でした。主要疾病別
の受診件数、医療費共に、高血圧性疾患の占める割合が最も高くなっており、次いで、歯の疾患、糖
尿病の順で件数が多く、多くの費用もかかっていることがわかります。

　国保では、2ヶ月に1度（年6回）「医療費のお知らせ」を送付しています。
　このお知らせは受診の抑制が目的ではなく、各世帯の医療費の状況をお知らせし、皆さんに医療費
に対するご理解をいただくことで、国保の健全な財政運営を目的とするものです。
　今後とも適正受診にご協力お願いします。

納期限を過ぎると督促を行い、延滞金を加算します

保険証の有効期限を短くします（通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」を交付します）
納期限から４か月経過

納期限から１年経過

納期限から１年６か月経過

さらに滞納が続くと…

（「被保険者資格証明書」を交付します。医療費は一時的に全額
自己負担となります）保険証を返してもらいます

（特別な事情もなく滞納が続く場合は、保険給付の全部または
一部を差し止めます）保険給付を差し止めます

（さらに滞納が続き、納付相談にも応じない場合は、医療費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭
費などの差し止めた保険給付を、滞納している保険税に充てます）

差し止めた保険給付を滞納保険税に充てます

　国民健康保険税（保険税）は、加入者の所得などをもとに世帯単位で算定され、世帯主に課税され
ます。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、他の家族が国保に加入していれば、世帯主
に納税通知書が送付されます。保険税は、加入者の医療費に充てられる、国保制度の大切な財源です。
国民健康保険税の納付についてみなさまのご理解とご協力をお願いします。
　国保税を納めないでいると、窓口負担が自己負担限度額までになる限度額適用認定を受けられない
場合があります。さらに、特別な理由がないのに国保税を滞納すると、次のような措置がとられるこ
とになりますので、ご注意ください。
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※退職者医療該当者分を除く
※医療給付額：加入者（一般被保険者）が受けた医療に関し、国保から給付した額（葬祭費、出産育児一時金を除く）

※通常納付が困難な場合は住民税務課税務グループにご相談ください
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